
１．ものづくり産業を支える「人づくり」の

必要性

建設産業は，国民生活や産業活動の基盤であ

る住宅・社会資本整備の担い手として，また，

全産業就業者数の１割弱を占める我が国の基幹

産業として，今後とも我が国の経済社会の活力

回復・向上に貢献していくことが期待されてい

る。

しかしながら，建設投資はピーク時である平

成４年度の約６割にまで低下しているほか，建

設産業の利益率が低迷し，倒産件数も高水準で

推移しているなど，建設産業を取り巻く環境は

依然として厳しい状況が続いている。

こうした中で，建設産業が活力を回復し，国

民生活や地域社会に更なる貢献を果たしていく

ためには，建設産業の構造改革を推進していく

ことが必要である。このため，国土交通省では，

昨年６月に「建設産業政策２００７」を取りまとめ，

①公正な競争基盤の確立，②再編への取組の促

進，③技術と経営による競争を促進するための

入札契約制度の改革，④対等で透明性の高い建

設生産システムの構築，⑤ものづくり産業を支

える人づくりの５つの政策を推進することで，

「技術力・施工力・経営力に優れた企業が成長

できる環境整備」，「エンドユーザーに対する

対価に対して最も価値の高いサービスを供給す

ることの実現」，「魅力ある産業への転換」と

いう建設産業政策の３つの目的を達成すること

を目指している。

建設産業は，技術者・技能者がその能力を如
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何に発揮するかによって生産の成否が大きく左

右される，人が支える産業であるが，建設就業

者については，平成９年にピークを迎えた後，

一貫して減少しているほか，競争の激化を背景

とした雇用労働条件の悪化が進んでいる。また，

建設産業に対する将来への不安から若年労働者

の新規入職者が減少する一方，建設就業者の高

齢化が急速に進展しており，技術・技能の承継

が困難になっていると指摘されている。

このような状況は，ものづくり産業である建

設産業の基盤を揺るがすものであり，将来の建

設産業を担う「人づくり」を図ることが緊急の

課題となっている。

２．建設業人材確保・育成モデル事業

（専門高校実践教育導入事業）

建設就業者の輩出の中核を担ってきた工業高

校や農業高校といった専門高校は，将来の建設

産業を担う人材を育成し，企業の高い技術力・

施工力の維持強化に貢献している重要な主体で

あるが，専門高校からの建設産業への新規入職

者の減少（図１・２）や，建設産業における高

校新卒者に対する求人と求職のミスマッチが拡

大（図３）しており，優秀な人材の確保・育成

は重要な課題となっている。

このため，今年度から，地域の建設業界と専

門高校が連携して行う，技術者・技能者による

生徒への実践的指導などを通じた，将来の建設

産業を支える優秀な人材の確保・育成を図る

「建設業人材確保・育成モデル事業（専門高校

実践教育導入事業）」を文部科学省と共同で実
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施することとした。

事業内容は，建設業団体等と都道府県等教育

委員会が，建設業界と教育界の連携方策を検討

する場（人材育成連携推進委員会（仮称））を

設置し，地域の建設業界のニーズ，専門高校の

特色等に対応した，

・生徒の企業実習

・建設事業者等による学校での実践的指導

・教員の企業等での高度技術技能習得

などの取組を行うものである。このことにより，

専門高校生が高い建設技術技能を習得するとと

もに，建設業に対する求職意識の向上などを図

ることができ，優秀な人材の確保・育成の実現

につながることを期待するものである。

本事業の実施主体については，本年４月に公

募を行い，外部の有識者からなる審査の結果，

栃木県（社団法人栃木県建設業協会，栃木県教

育委員会）の「とちぎの建設業界の担い手育成」

と群馬県（社団法人群馬県建設業協会，群馬県

教育委員会）の「地域企業のニーズに合った実

践的な教育内容とT伝統，環境，耐震Uをテーマ

とした教育内容の構築」が採択された。

今後，平成２２年度までの予定で，栃木県では，

県立宇都宮工業高等学校，同今市工業高等学校，

同真岡工業高等学校で，群馬県では，県立前橋

工業高等学校，同高崎工業高等学校をモデル校
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図１　工業科卒業生の建設業就職者数の推移　　出所：学校基本調査（文部科学省）

図２　学歴別建設業新規入職者数の推移　　出所：学校基本調査（文部科学省）



に，ものづくりを支える将来の専門的職業人の

育成を図る取組が行われることとなる。

今回採択された地域には，モデル事業期間終

了後も，この事業の成果を活かし，地域のネッ

トワークの中で引き続き人材育成を進めていけ

る体制づくりを求めているところである。また，

国土交通省では，両地域で実施される事業の評

価，分析を行い，他の地域や事業者にとって参

考となる事項をとりまとめ，その成果を広く普

及啓発することを予定している。
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図３　建設業における高卒者の求人／就職のミスマッチが拡大
出所：新規学卒者（高校・中学）の職業紹介状況（厚生労働省）



３．おわりに

将来の建設産業を担う「人づくり」に即効性

のある方策はなく，様々な施策を着実に積み重

ねていく必要がある。昨今の厳しい経営環境に

あっても，本事業のほか，雇用労働条件の改善，

女性・高齢者の活用の促進，技術技能の承継，

職業訓練の充実など広範囲に及ぶ人材の確保・

育成方策を中長期的視点に立って推進していく

必要がある。

人口減少・少子高齢社会の中で，どのような

産業でも，企業は優秀な人材を確保するための

方策に取り組んでおり，建設産業の仕事の魅

力・やりがいを説得力を持って示すことができ

なければ，若年者を引きつけることは難しい。

経営が厳しいからといって「人づくり」をおろ

そかにすることは，建設産業の根底を揺るがす

ことにつながるものである。

建設産業における構造改革を実現していくた

めには，各企業が「意識改革」，「技術力・施

工力改革」，「経営改革」に取り組む必要があ

る。国土交通省では，構造改革が円滑に進むよ

う建設産業政策を迅速に展開し，建設産業が産

業としての活力を回復し，労働者が働きがいと

誇りを感じ，生涯を託しうる魅力的な産業へ転

換していくよう，諸施策を着実に進めていきた

いと考えている。
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平成２０年度　建設業人材確保・育成モデル事業　指定地域一覧

栃木県の建設業界の将来を担う人材育成のための教育

課程や専門高校と建設業界の連携方策等を検討し，建

設業界のニーズを踏まえた実践的な人材育成実施プロ

グラムを通して，専門知識・技術を身につけた人材の

育成を図る。

（主な実施予定事業）

・建築・土木現場を対象に，新技術・新工法等につい

て技術力の向上を目指した企業実習を実施。

・建築業，土木業，電気工事業などの経営者，技術者

等による授業を実施。

・企業技術者の授業を通じ，「木材加工」，「電気工事」

等の副教材を作成。

・建設関係企業の現場における安全管理等の共同研究

を実施。

事業概要専門高校名

ものづくりを支える将来の専門的職業人および地域産

業界のニーズに応じた職業人の育成を実現するため，

企業実習や企業技術者を招聘した学校内での授業の実

施プログラム等を通して，実践的な知識，技術を身に

つけた人材や，伝統・環 境・耐震等の知識・技能・技

術を身につけた人材の育成を図る。

（主な実施予定事業）

・施工現場や建築設計に関する理解と学校での教育内

容と実社会との関連性を持たせるために企業実習を実

施。

・建築業の企業技術者を招聘した学校内での授業（製

図指導）を実施。

・「耐震診断法の活用」「建築大工の技能」「CADの実

践活用法」にかかる教員研修を実施。

宇都宮工業高校

今市工業高校

真岡工業高校

前橋工業高校

高崎工業高校

事業実施機関

教育界

栃木県教育委員会

産業界

（社）栃木県建設業協会

教育界

群馬県教育委員会

産業界

（社）群馬県建設業協会

採択地域

栃木県

群馬県

NO.
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